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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本規格協会(JSA)から工業標準原

案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣

が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS X 4157 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 4157-2 第 2 部：データモデル 

JIS X 4157-3 第 3 部：XML 構文 

JIS X 4157-4 第 4 部：正準化（予定） 
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トピックマップ－第 3 部：XML 構文 
Information technology－Topic Maps－Part 3: XML syntax 

 
序文 

この規格は，2007 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 13250-3 を基に，技術的内容及び対応国際規格

の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

0 導入 

XTM（XML トピックマップ）2.0 は，トピックマップの交換のための構文である。構文は，拡張又は改

変のために設計されていない。人手による編集の容易さは，XTM の設計では優先されない。したがって，

直接に構文を編集することは推奨しない。 

XTM 構文の解釈は，構文からデータモデルへの対応付けを通して定義されるので，この規格は，JIS X 

4157-2 との関連において読まれなければならない。データモデルのインスタンスを XTM 構文に直列化す

る方法も提供される。 

XTM 2.0 は，JIS X 4157[1] 及び XTM1.0[3] 構文で規定する XTM 1.0 の改訂である。二つの版の違いは，

附属書 D で示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，トピックマップのための XML に基づく交換構文について規定する。交換構文は，JIS X 

4157-2:2008 で規定するデータモデルのインスタンスの交換に用いることができる。この規格は，交換構文

からデータモデルへの対応付けも規定する。構文は RELAX-NG スキーマによって定義され，データモデ

ルへの対応付けによって，より精密に定義される。それは，事実上，構文の解釈も定義する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 13250-3:2007，Information technology－Topic Maps－Part 3: XML syntax (IDT) 

なお，対応の程度を表す記号(IDT)は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，一致していることを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

注記 次のそれぞれの規格は，文の中において規格を引用するのに使用される一意の識別子をもつ。

一意な識別子は，太字で示した名称とする。 

 


